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制度概要

自治会が災害時に自主的に開設し、運営している自治会館・集

会所等の避難スペースのうち、一定の基準※を満たすものにつ

いて届出避難所として認定。

平時に物資提供、災害時に個別の情報提供等の支援を実施。

※一定の基準とは

◆施設の立地（耐震性、浸水想定区域外）

◆有事の際に機能するように、 運営のルールを

地区防災計画として、事前に決めておくこと

１．枚方市届出避難所登録制度



目 的

✔指定避難所の過密抑制

２．届出避難所制度の目的

✔地域防災力の向上

（地区防災計画作成による）

✔避難の利便性向上

遠近

自治会館等 指定避難所



✔開設対象とする災害 ✔開設のタイミング（いつ）

✔開設したことの周知方法 ✔受入対象者の基準

✔安否確認と避難支援 令和３年度に受理した、地区
防災計画22計画のうち、
１3計画がテーマ特化型

（届出避難所）

自治会館を避難所として利用するルールを地域で協議

３．地区防災計画の内容
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（参考）東山１丁目・東船１区・樟南自治会の開設ルール

自治会名称：東山1丁目・東船橋1区・樟南

所在地 東船橋2-43

建築年月日 1981年3月

延床面積（概算） 131.5㎡

開設対象の災害 地震・台風
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